
浅口市役所　企画財政部　財政課

ＴＥＬ（０８６５）－４４－９００４

浅口市自動販売機設置事業者選定に係る入札

一 般 競 争 入 札 の ご 案 内

令和８年２月入札実施
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入札に参加しようとする方は、事前に参加申込を行ってください。 

 

 

【入札の流れ】 

① 公告・一般競争入札のご案内配布（令和８年１月７日（水）から） 

 

        ※質疑の受付（ＦＡＸ） 

         令和８年１月１６日（金）午後５時まで 

  

 

② 入札参加申込（令和８年１月２３日（金）午後５時必着） 

申込書と必要書類を揃えて市役所まで持参又は送付 

  

  

 

③ 書類審査  提出していただいた書類に基づき、入札参加資格の審査を行います。 

審査結果については、令和８年２月２日（月）までに通知します。 

    

 

 

④ 入  札（令和８年２月４日（水）） 

   

 

 

 

⑤契約の締結 

 

⑥許可の形態が地方自治法第 238条の４第７項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」 

行政財産の目的外使用許可を受け、使用料を納付してください。 

又は 

 ⑥許可の形態が都市公園法第５条第１項の規定に基づく「許可」 

公園施設の設置許可を受け、使用料を納付してください。 

 

 

 

 

 

 ⑦自動販売機の設置（令和８年４月１日以降） 

   ※物件によって設置開始可能日の指定があります。 
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【入札の概要】 

 

１ 自動販売機設置仕様書 

別紙のとおり 

 

２ 入札の方法 

(1) 入札室への入室は、１入札参加者につき１名とします。 

(2) 入札の執行は、制限付き一般競争入札により、浅口市（以下「市」という。）の予定する売上

金納付率（売上に応じて市に納める売上実績額に対する納付金の割合）以上で最高の率で入札さ

れた者と販売に関する契約を締結します。 

(3) 最高かつ同率の売上金納付率を入札した者が２者以上の場合は、くじによって落札者を決定

します。 

(4) 入札に参加するものが１であっても、入札は執行します。 

 

３ 入札参加資格 

入札に参加できるのは、市が自動販売機の設置・運営が可能と判断した法人又は個人で、次の要

件を全て満たす者とします。 

(1) 岡山県内に本店、支店又は営業所を有し、自動販売機の故障等緊急の場合において迅速な対

応ができ、自らの責任において販売する者（名義貸しは認めない）で、引き続き１年以上自動販

売機の設置・運営を行っていること。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に規定する一般競争入札に参加することができない者

に該当しないこと。 

(3) 市長が地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めた者であって、

その認めた時から３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者でないこと。 

(4) 申込者又はその役員が浅口市暴力団排除条例（平成 23 年浅口市条例第 25 号）第２条第１号

に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

(5) 申込者又はその役員が浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱（平成 18年浅口市告示第

101号）別表第２に掲げる措置事由に該当すると認められる者でないこと。 

(6) 入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定

を受けている者を除く。）でないこと。 

(7) 浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱（平成 30 年浅口市告示第 

150 号）第 12条第１項第１号から第９号、浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機

に関する要綱（平成 31年浅口市告示第 11号）第 12条第１項第１号から第９号及び浅口市道路

に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱（平成 31年浅口市告示第 16号）第 12条第１

項第１号から第９号に規定する理由により、契約を解除された者（その事実があった時から６

月を経過した者を除く。）でないこと。 

 (8) 岡山県税の滞納がないこと。 
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４  参加手続等 

(1) 仕様書等の配布期間及び方法 

① 配布期間   令和８年１月７日（水）午前９時から令和８年１月 23日（金）午後５時まで 

② 配布方法   浅口市ホームページからダウンロードしてください。 

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/15380.html 

 (2) 必要書類の提出期間、場所及び方法 

参加を希望する者は、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書（様式第１号。以下「入

札参加申込書」という。）及びその他必要書類を提出してください。提出書類の作成、取得及び

提出にかかる費用は、申込者の負担とし、提出された書類は返却しません。 

また、申込者は、提出した書類等に関し市から説明を求められた場合には、それに応じなけれ

ばなりません。 

①  提出期間   令和８年１月７日（水）から令和８年１月 23日（金）まで（閉庁日を除く。） 

の午前９時から午後５時まで 

② 提出場所  浅口市役所企画財政部財政課（市役所本庁舎２階） 

③ 提出方法  持参又は送付（配達確認が可能な方法に限る。期間内必着。） 

④ 提出書類  下記のとおり（印鑑は「印鑑の証明書により証明された印鑑」を押印のこと。） 

ア 入札申込者が法人の場合 

(ｱ) 入札参加申込書（様式第１号） 

(ｲ) 販売品目一覧表（様式第２号） ※設置を予定している自動販売機ごとに作成 

(ｳ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書（様式第３号） 

(ｴ) 設置を予定している自動販売機のカタログ ※設置場所ごとに提出    

(ｵ) 登記事項証明書（法務局が発行する現在事項全部証明書[商号、住所、代表者、設立

日を証明するもの]） 

(ｶ) 法人の印鑑証明書 

(ｷ) 役員名簿（様式第４号）   

※氏名、フリガナ、生年月日及び住所が必ず記載されていること 

(ｸ) 本社等の所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その３の３」 

(ｹ) 岡山県発行の県税の納税証明書（「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の

証明） 

(ｺ) 誓約書（様式第５号） 

※(ｴ)～(ｶ)及び(ｸ)、(ｹ)についてはコピーでも可。 

※(ｵ)、(ｶ)及び(ｸ)、(ｹ)については、発行日から３カ月以内のもの。 

イ 入札申込者が個人の場合 

(ｱ) 入札参加申込書（様式第１号） 

(ｲ) 販売品目一覧表（様式第２号） ※設置を予定している自動販売機ごとに作成 

(ｳ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書（様式第３号） 

(ｴ) 設置を予定している自動販売機のカタログ  ※設置場所ごとに提出 

(ｵ) 本籍地の市町村長が発行する身分証明書 

(ｶ) 代表者の印鑑登録証明書 
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(ｷ) 所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その３の２」 

(ｸ) 岡山県発行の県税の納税証明書（「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の

証明） 

(ｹ) 誓約書（様式第５号） 

※(ｴ)～(ｸ)についてはコピーでも可。 

※(ｵ)～(ｸ)については、発行日から３カ月以内のもの。  

(3) 提出書類の審査 

① 審査結果の通知 

４(2)で提出された書類を市が審査し、参加資格要件があると認められる者には、浅口市自

動販売機設置事業者選定入札参加承認書（様式第６号。以下「入札参加承認書」という。）及

び売上金納付率入札書（様式第９号。以下「入札書」という。）を送付します。参加資格要件

がない者には、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加不承認書（様式第７号）を送付しま

す。いずれも令和８年２月２日（月）までに送付します。 

(4) 仕様等に対する質問の受付 

① 受付期間    令和８年１月７日（水）から令和８年１月 16日（金）まで（閉庁日を除く。） 

の午前９時から午後５時まで 

②   方 法  仕様書等に対する質問・回答書（様式第８号）により、下記 11の宛先に 

ＦＡＸにて行ってください。 

③   回 答  令和８年１月 21日（水）までに浅口市ホームページに公開します。 

④    そ の 他  入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てる 

ことはできません。 

５ 入札 

入札に参加する者は、入札書を提出してください。 

(1) 入札日時  令和８年２月４日（水） 

          入札：午前 10時～ 

          ※入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

(2) 場  所  浅口市役所本庁舎３階第１会議室 

(3) 持 参 品  下記のとおり 

① 入札参加者が法人の場合 

ア 法人の代表権のある方が出席されるとき 

(ｱ)  入札参加承認書（様式第６号） 

(ｲ)  入札書（様式第９号） 

(ｳ)  印鑑（入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑） 

イ 代理人が出席されるとき 

(ｱ)  入札参加承認書（様式第６号） 

(ｲ)  入札書（様式第９号） 

(ｳ)  委任状（様式第 10号） 

(ｴ)  印鑑（委任状に代理人使用印として押印されている印鑑） 
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② 入札参加者が個人の場合 

ア 代表者が出席されるとき 

(ｱ)  入札参加承認書（様式第６号） 

(ｲ)  入札書（様式第９号） 

(ｳ)  印鑑（入札参加申込書に添付した印鑑登録証明書により証明された印鑑） 

イ 代理人が出席されるとき 

(ｱ)  入札参加承認書（様式第６号） 

(ｲ)  入札書（様式第９号） 

(ｳ)  委任状（様式第 10号） 

(ｴ)  印鑑（委任状に代理人使用印として押印されている印鑑） 

(4) 設置予定事業者の決定方法 

入札参加者が提出した入札書に記載された率が、それぞれ市の予定する売上金納付率以上で最

高の率であった者を設置予定事業者とします。 

(5) 入札書の記載方法 

入札参加者は、小数第１位までの売上金納付率（消費税及び地方消費税を含む。）を入札書に

記載してください。 

(6)  市が予定する売上金納付率に達しない場合は、３回まで入札を行います。 

(7)  くじによる入札順位の決定方法 

最高かつ同率の売上金納付率で入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ、入札順位を決定するものとします。この場合において、くじを引かない者があるとき

は、これに代えて当該選考事務に関係のない職員にくじを引かせ入札順位を決定するものとしま

す。 

(8)  入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。 

(9)  入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等入札を公正に執行することができない状態に

あると市が認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがあります。 

 

６ 開札 

(1)  入札後直ちに開札し、落札者を決定します。 

(2)  契約書は、財政課との間で締結します。 

 

７ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とします。 

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(2) 入札参加者に求められている義務を履行しなかった者がした入札 

(3) 入札が不正の行為(疑義が払拭できないときを含む。)によってなされた入札 

(4) 入札参加者の実印(代理人による入札の場合は代理人使用印)の押印のない入札書による入札 

(5) 記載事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札 

(6) 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

(7) 売上金納付率を訂正した入札 

(8) 同一の入札について、２以上の入札をした者のした入札 

- 6 -



(9) 入札参加者及びその代理人が外の入札代理人となり、又は数人共同して入札をした入札 

(10) 市から交付される「入札書」以外の様式を使用して入札した入札 

(11) 鉛筆、シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記入した入札 

(12) 郵便又は電信による入札 

(13) 代理人による入札の場合において「委任状」を提出しない入札 

(14) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ 公表 

設置事業者名及び売上金納付率を、浅口市ホームページにおいて公表します。 

 

９ 許可及び使用料の納付 

(1) 許可の形態が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の４第７項の規定に基づく「行政

財産の目的外使用許可」 

      年度ごとに市が指定する期日までに、担当課から行政財産の目的外使用許可を受け、浅口市

行政財産使用料徴収条例（平成 19年浅口市条例第 14号）の規定に基づく使用料の納付をする

ものとします。 

 (2) 許可の形態が都市公園法(昭和 31年法律第 79号)第５条第１項の規定に基づく「許可」 

     市が別に指定する期日までに、担当課から公園施設の設置許可を受け、年度ごとに市が別に

指定する日までに浅口市都市公園条例(平成 18年浅口市条例第 156号)の規定に基づく使用料

の納付をするものとします。 

 

10 その他 

(1) 入札保証金及び契約保証金 

免除とします。 

(2) 自動販売機の撤去及び移設について 

市が行う工事等施設管理上の理由で自動販売機移設等の必要が生じた場合は、市が指定した期

日までに、設置者の負担により対応するものとします。 

(3) その他詳細については、自動販売機設置仕様書によります。 

 

11 問い合わせ先 

浅口市役所企画財政部財政課  

電話（０８６５）４４－９００４  ＦＡＸ（０８６５）４４－５７７１ 

Ｅ－mail zaisei@city.asakuchi.okayama.jp 
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  自動販売機設置仕様書 

 

１ 設置事業者公募物件 

(物件番号 金西－１) 

設置施設名 浅口市金光駅西公園 

設置場所 グラウンド入口付近 

所 在 地 浅口市金光町占見新田２５５ 

設置面積(間口×奥行) ２．０㎡(２．０ｍ×１．０ｍ） 

台 数 １台 

販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル) 

特記事項 なし 

 

(物件番号 金ス－１) 

設置施設名 浅口市金光スポーツ公園 

設置場所 テニスコート付近 

所 在 地 浅口市金光町八重４７ 

設置面積(間口×奥行) ２．０㎡(２．０ｍ×１．０ｍ） 

台 数 １台 

販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル) 

特記事項 なし 

 

(物件番号 三ス－３) 

設置施設名 浅口市三ツ山スポーツ公園 

設置場所 管理棟北東側 

所 在 地 浅口市寄島町１６０８９－２４ 

設置面積(間口×奥行) ２．０㎡(２．０ｍ×１．０ｍ） 

台 数 １台 

販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル) 

特記事項 なし 

 

(物件番号 健福－２) 

設置施設名 浅口市健康福祉センター 

設置場所 低層棟休憩スペース① 

所 在 地 浅口市鴨方町鴨方２２４４番地２６ 

設置面積(間口×奥行) １．７㎡(１．７ｍ×１．０ｍ） 

台 数 １台 

販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル) 

特記事項 電子マネー対応 
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 (物件番号 金待－１) 

設置施設名 浅口市金光駅南口待合所 

設置場所 待合所シェルター 

所 在 地 浅口市金光町占見新田４０７番地１３ 

設置面積(間口×奥行) １．７２㎡(１．８５ｍ×０．９３ｍ） 

台 数 １台 

販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル) 

特記事項 なし 

 

※ 設置事業者は、すべての物件の入札に参加することができる。 

※ 設置面積は、放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。 

※ 浅口市金光スポーツ公園には、入札物件の他に１台設置している。 

※ 三ツ山スポーツ公園には、入札物件を含めて２台設置している。 

 ※ 浅口市健康福祉センター低層棟休憩スペースには、入札物件の他に２台設置している。 

 ※ 金光駅には、入札物件を含めて６台設置している。 

 

２ 許可の形態 

 (1) 物件番号 金ス－１、三ス－３、健福－２、金待－１ 

    地方自治法第238条の４第７項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」 

 (2) 物件番号 金西－１ 

    都市公園法第５条第１項の規定に基づく「許可」 

 

３ 契約期間 

  ・物件番号 金西－１以外 

    令和８年４月１日から令和13年３月31日までとし、更新は行わないものとする。 

  ・物件番号 金西－１ 

    令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとし、更新は行わないものとする。 

 

４ 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置事業者の遵守事項 

(1) 自動販売機の規格 

① 自動販売機１台あたり(回収ボックスの面積を含む）、物件番号ごとに定める間口、奥行の設置面

積内で、高さは概ね 2.0m以内とすること。 

② デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。なお、ユニバーサ

ルデザインに配慮したものにするよう努めること。 

③ 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

④ 販売数量が確認できるカウンター等が設置されていること。 

⑤ 自動販売機は、冷温対応とすること。 

⑥ 電源は単相１００ボルトとすること。 

⑦ 物件番号 健福－２は、電子マネー対応であること。 

(2) 安全対策 

① 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS 規格及び業界自主基準に準じた転倒防止
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措置を講じることとする。 

② 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を

遵守し、衛生管理に万全を尽くすものとする。 

③ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を

尽くすものとする。また、屋内装置であっても、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)

を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 

(3）使用済み容器の回収 

① 回収ボックスの設置 原則として自動販売機１台に１個以上の割合で自動販売機脇に設置する。 

② 回収ボックスの規格 

ア 素 材  プラスチック製又は金属製とする。 

イ 容 積  回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、

周囲に散乱しない十分な収容容積とする。 

ウ その他  (ア) 使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入

口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けの

あるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 

         (イ) 屋外に設置する場合には、風雨等による転倒防止策を講じるものとする。 

③ 使用済み容器の処理 容器包装リサイクル法など、関係法令に基づいて適切に回収し処理する。 

(4) 自動販売機の設置及び管理運営 

 ① 設置作業については担当部署と協議のうえ、令和8年4月1日以降に行うものとする。なお、 

その際、許可に係る使用料等の減免・返還を求めることはできない。 

② 設置事業者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並

びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 

③ 設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活

動を行う。 

④ 設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動

販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置

事業者の責任において迅速に対応すること。 

⑤ 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等

を行うこと。 

⑥ 水道水を使用する機種の設置はできない。 

(5) 遵守事項 

① 使用を許可した市有施設又は設置を許可した都市公園（以下「使用許可施設等」という。）を自動

販売機及び回収ボックスの設置場所とする用途以外の用に供してはならない。 

② 使用許可施設等の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得たと

きはこの限りでない。 

③ 契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は

その権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得たときはこの限

りでない。 

④ 契約に係る自動販売機及び設置事業者が施した造作を第三者に譲渡してはならない。ただし、あ

らかじめ市の承諾を得たときはこの限りでない。 

⑤ 契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはならない。ただ

し、あらかじめ市の承諾を得たときはこの限りでない。 
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⑥ 売り上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出又は実地での調査を拒み、若しくは妨げ、

又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

⑦ 浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成 30 年浅口市告示 150 号)

及び浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示11号)

を遵守すること。浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱及び浅口市都市

公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱に改正がなされた場合は、その規定を遵守す

ること。その場合、市は設置事業者に対して速やかに通知する。 

※ 遵守事項又は契約の義務を守らず、設置者の責めに帰すべき事由により、契約を解除されたとき

は、契約解除の事実があった時から６箇月を経過するまでの間、浅口市自動販売機設置事業者選定

にかかる入札に参加することができない。 

 

５ 販売商品の種類等 

(1) 種類  清涼飲料水(コーヒー、紅茶、お茶、ジュース、炭酸飲料等)とし、アルコール飲料、いわ

ゆるノンアルコール飲料の販売は行わないこと。 

 (2) 価格   標準販売価格 (定価）以下とする。 

 

６ 使用料等  

(1) 物件番号 金ス－１、三ス－３、健福－２、金待－１ 

年度ごとに市が別に指定する期日までに、行政財産の目的外使用許可を受け、市の算定する年間使

用料の納付を行うものとする。 

 (2) 物件番号 金西－１ 

    市が別に指定する期日までに、公園施設の設置許可を受け、年度ごとに市が別に指定する期日まで

に市の算定する年間使用料の納付を行うものとする。 

 

７ 電気使用料等 

電源は市が用意するが、電気使用料は別途徴収する。設置者が自ら設置した計量器(計量法に基づく

検査に合格したものに限る。）により計測した使用量に基づき、市が計算した額（１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額）を各施設で定める期間ごとに納付する。 

 

８ 売上納付金 

契約書に基づき、毎月の売上実績額（各商品の販売価格（消費税及び地方消費税を含む。）に販売本

数を乗じて得た額の合計額）に入札時に落札した売上金納付率を乗じた金額を、各施設で定める期間

ごとに市へ納付すること。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とす

る。 

 

９ 延滞金 

納付期日までに電気使用料又は売上納付金を納付しない場合は、当該期日の翌日から納付をする日

までの日数に応じ、当該未納金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第256

号）第８条第１項に規定する率を乗じて算出した額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた額）を延滞金として徴収する。 
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10 費用負担 

(1) 自動販売機の設置、維持管理、移転及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 

(2) 電気使用量を計測するための計量器を設置する費用は、設置者が負担する。なお、設置にあたっ

ては市の指示に従うものとする。 

 

11 設置場所の返還 

  自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して市の確認を受けなければならない。 

 

12 自動販売機の設置及び自動販売機による販売に伴う事故 

  市の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 

 

13 商品等の盗難及び破損 

(1) 市の責に帰することが明らかな場合を除き、市はその責を負わない。 

(2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧

しなければならない。 

 

14 現地確認 

設置場所を直接確認したい場合は、担当部署に電話連絡し、相談の上、業務等に支障の無い範囲内

で実施すること。 

施設名 担当部署 連絡先 

浅口市金光駅西公園 
教育委員会事務局金光分室 0865-42-2845 

浅口市金光スポーツ公園 

浅口市三ツ山スポーツ公園 教育委員会事務局寄島分室 0865-54-3110 

浅口市健康福祉センター 社会福祉課（社会福祉係） 0865-44-7007 

浅口市金光駅南口待合所 建設業務課（用地係） 0865-44-9014 

 

15 施設別利用者数及び売上実績本数 

施設名 
令和６年度  

利用者数 
物件番号 

令和６年度  

売上実績本数 

浅口市金光駅西公園 １５，０００人 金西－１ ２，７００本 

浅口市金光スポーツ公園 ３０，０００人 金ス－１ １，３００本 

浅口市三ツ山スポーツ公園 ４８，２８１人 三ス－３ ７，２２３本 

浅口市健康福祉センター ２７，２８８人 健福－２ 新規 

浅口市金光駅南口待合所 ３５０，９４８人 金待－１ ４，７７７本 

 

 

16 その他 

その他、市有施設及び都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関することは、「浅口市市有施

設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱」及び「浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等

自動販売機に関する要綱」に定めるところによる。 
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浅口市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機による販売に関する契約書(案) 

 

浅口市(以下「甲」という。)と      (以下「乙」という。)とは、乙が甲の行政財産の目的

外使用許可(以下「行政財産使用許可」という。)に基づき設置する清涼飲料水等自動販売機（以下「自

販機」という。）による販売に関し、次のとおり契約を締結する。 

(信義誠実の義務) 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

(自販機の設置施設名等) 

第２条 自販機の設置施設名、設置場所、所在地、売上に応じて乙が甲に納める納付金(以下「売上

納付金」という。)の率(以下「売上金納付率」という。)、設置面積(間口×奥行)、台数、販売種

類及び特記事項は、次のとおりとする。なお、売上納付金には「消費税及び地方消費税」を含むも

のとする。 

設置施設名  

設 置 場 所  

所 在 地  

売上金納付率 ． ％ 

設 置 面 積 

(間口×奥行) 

㎡（   ｍ×   ｍ） 

※放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。 

台 数 １台 

販 売 種 類  

特 記 事 項  

 (行政財産使用許可及び使用料) 

第３条 乙は、年度ごとに甲の指定する期日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)

及び浅口市行政財産使用料徴収条例(平成 19 年浅口市条例第 14 号。以下「徴収条例」という。)

に基づき、自販機の設置に伴う行政財産使用許可を受け、使用料の納付を適正に行わなければなら

ない。 

(契約期間) 

第４条 契約期間は    年  月  日から    年  月  日までとし、更新は行わない

ものとする。 

(契約保証金) 

第５条 契約保証金は、免除する。 

(自販機の設置及び撤去費用の負担等) 

第６条 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、乙の負担とする。 

(電気使用料) 

第７条 乙は、自販機の運転による電気使用量を計測するための計量機器(以下「子メーター」とい

う。)を乙の負担により設置する。 
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２ 乙が負担する電気使用料の額は、乙が設置する子メーターの指示数により計測した電気使用量に

基づき、甲が計算した額とする。 

３ 乙は、前項の規定による電気使用料を、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する期日まで

に(４月分から９月分を10月の末日までに、10月分から３月分までを４月の末日までに)納めなけ

ればならない。 

(売上納付金等) 

第８条 売上納付金は、毎月末日締めによる各自販機の売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地

方消費税を含む。)に販売本数を乗じて得た額の合計額)に第２条に規定する各自販機の売上金納付

率をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額とする。 

２ 甲は、契約期間中であっても、物価の急激な変動があった場合、売上金納付率を甲乙協議のうえ

変更することができる。 

３ 乙は、各自販機に係る各月ごとの各単価の販売本数及び売上実績額並びに各月末日の子メーター

の指示数を、翌月10日までに所定の書面により甲に報告する。 

４ 甲は契約期間中に１回以上、乙が行う自動販売機のトータルカウンターの確認に立会うものと

し、乙は甲が立会を申し出た場合は、甲立会のうえ確認する。 

５ 甲が乙に対し、各商品の販売本数、売上実績額及び売上納付金の算定根拠となる数値及び資料等

の提示を求めた場合は、乙は速やかにこれを提示しなければならない。 

６ 乙は、売上納付金を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(４月分から９

月分を10月の末日までに、10月分から３月分までを４月の末日までに）納めなければならない。 

(延滞金) 

第９条 甲は，乙が第７条第３項の期日までに電気使用料を納付しない場合又は前条第６項の期日ま

でに売上納付金を納付しない場合は，当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ，当該未

納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に規定する

率を乗じて計算した金額（１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた額）を延滞金

として徴収する。 

(販売品目の構成等) 

第10条 自販機により販売する品目の構成、種類等については、次のとおりとする。 

(1) 清涼飲料水については、缶及びペットボトルとする。 

(2) 販売開始後に甲から前号の品目の構成、種類等の変更について要望があった場合、乙は誠意

をもって対応するものとする。 

(3) 酒類（いわゆるノンアルコール飲料を含む。）の販売は行わないものとする。 

(用途の指定) 

第11条 乙は，使用許可を受けた当該行政財産（以下「当該行政財産」という。）を自販機の設置場

所とする用途（以下「指定用途」という。）以外の用に供してはならない。 

 (一括委任又は一括請負の禁止) 

第 12条 乙は、本契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させては
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ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。 

(原状変更の禁止) 

第 13条 乙は，当該行政財産の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承

諾を得たときはこの限りでない。 

 (権利の譲渡等の禁止) 

第 14条 乙は，本契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは

承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得

たときはこの限りでない。 

(遵守事項) 

第 15条 乙は，当該行政財産を指定用途に供するにあたっては，浅口市市有施設に設置する清涼飲

料水等自動販売機に関する要綱(平成 30年浅口市告示第 150号)及び自動販売機設置仕様書に示し

た条件を遵守しなければならない。 

 (中途解約) 

第16条 乙は、当該行政財産を返還することにより本契約を解約することができる。 

２ 前項の規定により当該行政財産を返還するときは、乙は３箇月前までに行政財産返還申請書を甲

に提出し、承認を得るものとする。 

３ 第１項の規定により当該行政財産を返還した場合においても、徴収条例第７条の規定により納付

済の行政財産使用料は返還しない。 

 (自販機の盗難及び破損) 

第17条 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自販機の盗難及び破損に関しては、

一切の責任を負わない。 

２ 乙は、自販機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧しなければならない。 

３ 甲は、自販機の毀損、汚損又は紛失を発見した場合は、速やかに乙に通報しなければならない。 

４ 第２項の復旧に要する経費は、乙が負担するものとする。 

（損害の補償） 

第 18条 自販機の設置及び自販機による販売に関し、第三者に生じた損害については、すべて乙が

補償するものとする。ただし、当該事故が甲の責に帰すべき事由により生じたときは、甲が補償す

る。 

(調査等) 

第 19条 甲は，契約期間中に定期又は随時に実地調査を実施し，当該行政財産を指定用途に供する

義務その他契約に基づく乙の義務の履行状況について確認するものとする。 

(自販機の交換・修理) 

第 20条 乙が、自販機の点検、修理、又は交換(リプレイス)を実施する場合は、あらかじめその旨

を甲に申し出た上で、甲の承諾を受けなければならない。 

(違反の是正・改善要求) 

第 21条 甲は、乙が第 10条から第 15条の規定に違反したときは、期間を定めて違反の是正又は改

善を書面で求めるものとする。 
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(契約の解除) 

第 22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対し、何ら催告なしに本契

約を解除する旨を通知し、本契約を解除することができる。 

(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。 

(2) 第８条第５項の規定による甲の申出に応じず、又は第19条の実地調査の拒否等をしたときは、

直ちにその是正又は改善を求め、これに応じないとき。 

(3) 第７条第３項の規定に違反して電気使用料の納付又は第８条第６項の規定に違反して売上納

付金の納付を６箇月以上遅延したとき。 

(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納

処分を受けたとき。 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に

入ったとき。 

(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上

営業を停止したとき。 

(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店

若しくは常時販売業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)

が暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「排除条例」という。)

第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められると

き。 

イ 暴力団(排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約

の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

(9) 行政財産使用許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき。 

(10) その他本契約に定める義務を履行しないとき。 

２ 前項の規定による本契約の解除により甲、乙又は第三者に生じた損害については、すべて乙が補
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償するものとする 

 (費用償還請求権の放棄) 

第 23条 乙は、当該行政財産に投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求できないもの

とする。 

 (物件の返還及び原状回復義務) 

第 24条 乙は、契約期間が満了したとき、第 16条の規定により本契約を解約したとき、又は第 22

条の規定により本契約が解除されたときは、本契約の終了の日（甲が特に指定する場合を除く。）

までに、乙の費用をもって当該行政財産を原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、

甲が原状に回復することを要しないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が当該行政財産を原状に回復しないときは、甲が、原状に回復し、それに要した費用を乙から

徴収することができる。 

 (契約の費用) 

第25条 本契約の契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 (裁判管轄) 

第 26条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所

をもって、その管轄裁判所とする。 

(疑義の解釈等) 

第 27条 本契約の定めに疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、その都度、甲

乙協議の上定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を

保有するものとする。 

 

     年  月  日 

 

 

甲 浅口市鴨方町六条院中３０５０ 

  浅口市 

浅口市長  栗 山 康 彦   

 

 

乙  
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浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機による販売に関する契約書(案) 

 

浅口市(以下「甲」という。)と      (以下「乙」という。)とは、乙が甲の都市公園に設置す

る公園施設の設置許可(以下「設置許可」という。)に基づき設置する清涼飲料水等自動販売機（以下

「自販機」という。）による販売に関し、次のとおり契約を締結する。 

(信義誠実の義務) 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

(自販機の設置施設名等) 

第２条 自販機の設置施設名、設置場所、所在地、売上に応じて乙が甲に納める納付金(以下「売上納

付金」という。)の率(以下「売上金納付率」という。)、設置面積(間口×奥行)、台数、販売種類及

び特記事項は、次のとおりとする。なお、売上納付金には「消費税及び地方消費税」を含むものとす

る。 

設置施設名  

設 置 場 所  

所 在 地  

売上金納付率 ． ％ 

設 置 面 積 

(間口×奥行) 

㎡（   ｍ×  ｍ） 

※放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。 

台 数 １台 

販 売 種 類  

特 記 事 項  

 (設置許可及び使用料) 

第３条 乙は、甲の指定する期日までに、浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号。

以下「町家公園条例」という。)又は浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号。以下「都

市公園条例」という。)に基づき、自販機の設置に伴う設置許可を受け、年度ごとに甲の指定する期

日までに使用料の納付を適正に行わなければならない。 

(契約期間) 

第４条 契約期間は    年  月  日から    年  月  日までとし、更新は行わない

ものとする。 

(契約保証金) 

第５条 契約保証金は、免除する。 

(自販機の設置及び撤去費用の負担等) 

第６条 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、乙の負担とする。 

(電気使用料) 

第７条 乙は、自販機の運転による電気使用量を計測するための計量機器(以下「子メーター」という。)

を乙の負担により設置する。 
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２ 乙が負担する電気使用料の額は、乙が設置する子メーターの指示数により計測した電気使用量に

基づき、甲が計算した額とする。 

３ 乙は、前項の規定による電気使用料を、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに

(４月分から９月分を 10 月の末日までに、10 月分から３月分までを４月の末日までに)納めなけれ

ばならない。 

(売上納付金等) 

第８条 売上納付金は、毎月末日締めによる各自販機の売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地

方消費税を含む。)に販売本数を乗じて得た額の合計額)に第２条に規定する各自販機の売上金納付

率をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額とする。 

２ 甲は、契約期間中であっても、物価の急激な変動があった場合、売上金納付率を甲乙協議のうえ変

更することができる。 

３ 乙は、各自販機に係る各月ごとの各単価の販売本数及び売上実績額並びに各月末日の子メーター

の指示数を、翌月10日までに所定の書面により甲に報告する。 

４ 甲は契約期間中に１回以上、乙が行う自動販売機のトータルカウンターの確認に立会うものとし、

乙は甲が立会を申し出た場合は、甲立会のうえ確認する。 

５ 甲が乙に対し、各商品の販売本数、売上実績額及び売上納付金の算定根拠となる数値及び資料等の

提示を求めた場合は、乙は速やかにこれを提示しなければならない。 

６ 乙は、売上納付金を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(４月分から９月

分を10月の末日までに、10月分から３月分までを４月の末日までに）納めなければならない。 

(延滞金) 

第９条 甲は，乙が第７条第３項の期日までに電気使用料を納付しない場合又は前条第６項の期日ま

でに売上納付金を納付しない場合は，当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ，当該未

納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に規定す

る率を乗じて計算した金額（１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた額）を延滞

金として徴収する。 

(販売品目の構成等) 

第10条 自販機により販売する品目の構成、種類等については、次のとおりとする。 

(1) 清涼飲料水については、缶及びペットボトルとする。 

(2) 販売開始後に甲から前号の品目の構成、種類等の変更について要望があった場合、乙は誠意を

もって対応するものとする。 

(3) 酒類（いわゆるノンアルコール飲料を含む。）の販売は行わないものとする。 

(用途の指定) 

第11条 乙は，設置許可を受けた当該都市公園（以下「当該都市公園」という。）を自販機の設置場所

とする用途（以下「指定用途」という。）以外の用に供してはならない。 

 (一括委任又は一括請負の禁止) 

第12条 乙は、本契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはな
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らない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。 

(原状変更の禁止) 

第13条 乙は，当該都市公園の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾

を得たときはこの限りでない。 

 (権利の譲渡等の禁止) 

第14条 乙は，本契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承

継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たと

きはこの限りでない。 

(遵守事項) 

第15条 乙は，当該都市公園を指定用途に供するにあたっては，浅口市都市公園に設置する清涼飲料

水等自動販売機に関する要綱(平成 31 年浅口市告示第 11 号)及び自動販売機設置仕様書に示した条

件を遵守しなければならない。 

 (中途解約) 

第16条 乙は、契約期間中であっても、いつでも本契約を解約することができる。 

２ 前項の規定により本契約を解約するときは、乙は３箇月前までに書面を甲に提出し、承認を得るも

のとする。 

３ 第１項の規定により本契約を解約した場合においても、町家公園条例第６条第４項又は都市公園

条例第14条の規定により納付済の使用料は返還しない。 

 (自販機の盗難及び破損) 

第17条 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自販機の盗難及び破損に関しては、

一切の責任を負わない。 

２ 乙は、自販機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧しなければならない。 

３ 甲は、自販機の毀損、汚損又は紛失を発見した場合は、速やかに乙に通報しなければならない。 

４ 第２項の復旧に要する経費は、乙が負担するものとする。 

（損害の補償） 

第18条 自販機の設置及び自販機による販売に関し、第三者に生じた損害については、すべて乙が補

償するものとする。ただし、当該事故が甲の責に帰すべき事由により生じたときは、甲が補償する。 

(調査等) 

第19条 甲は，契約期間中に定期又は随時に実地調査を実施し，当該都市公園を指定用途に供する義

務その他契約に基づく乙の義務の履行状況について確認するものとする。 

(自販機の交換・修理) 

第20条 乙が、自販機の点検、修理、又は交換(リプレイス)を実施する場合は、あらかじめその旨を

甲に申し出た上で、甲の承諾を受けなければならない。 

(違反の是正・改善要求) 

第21条 甲は、乙が第10条から第15条の規定に違反したときは、期間を定めて違反の是正又は改善

を書面で求めるものとする。 

(契約の解除) 
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第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対し、何ら催告なしに本契約

を解除する旨を通知し、本契約を解除することができる。 

(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。 

(2) 第８条第５項の規定による甲の申出に応じず、又は第19条の実地調査の拒否等をしたときは、

直ちにその是正又は改善を求め、これに応じないとき。 

(3) 第７条第３項の規定に違反して電気使用料の納付又は第８条第６項の規定に違反して売上納

付金の納付を６箇月以上遅延したとき。 

(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処

分を受けたとき。 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入

ったとき。 

(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営

業を停止したとき。 

(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店

若しくは常時販売業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が

暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「排除条例」という。)第

２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。 

イ 暴力団(排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他

の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解

除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

(9) 設置許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき。 

(10) その他本契約に定める義務を履行しないとき。 

２ 前項の規定による本契約の解除により甲、乙又は第三者に生じた損害については、すべて乙が補償

するものとする 

 (費用償還請求権の放棄) 
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第23条 乙は、当該都市公園に投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求できないものと

する。 

 (物件の返還及び原状回復義務) 

第24条 乙は、契約期間が満了したとき、第16条の規定により本契約を解約したとき、又は第22条

の規定により本契約が解除されたときは、本契約の終了の日（甲が特に指定する場合を除く。）まで

に、乙の費用をもって当該都市公園を原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が原

状に回復することを要しないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が当該都市公園を原状に回復しないときは、甲が、原状に回復し、それに要した費用を乙から徴

収することができる。 

 (契約の費用) 

第25条 本契約の契約に要する費用は、乙の負担とする。 

 (裁判管轄) 

第26条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所を

もって、その管轄裁判所とする。 

(疑義の解釈等) 

第27条 本契約の定めに疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、その都度、甲乙

協議の上定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有するものとする。 

 

     年  月  日 

 

 

甲 浅口市鴨方町六条院中３０５０ 

  浅口市 

浅口市長  栗 山 康 彦   

 

 

乙  
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